
 

 

 貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令（案）等に関する意見公募手続の結果

について 

 

令和６年１０月３０日 

経済産業省 

貿易経済安全保障局 

経済安全保障政策課技術調査室 

貿易管理部安全保障貿易管理課 

 

「貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令（案）等に対する意見募集」につ

いて、令和６年９月６日から同年１０月５日まで意見公募手続を実施しました。 

提出意見と提出意見を考慮した結果については以下のとおりです。 

※行政手続法第四十三条第二項の規定に基づき、提出意見は整理又は要約しています。 

 

 提出意見 提出意見を考慮した結果 

１ 以下、意見するとともに、今回の案を取り

下げ、再検討した上で必要ならば法改正す

べき。 

１．政策目的が不明確で、民間企業に不確

実性をもたらす規制の導入は避けるべき 

 既に許可対象となっている技術移転との

位置づけの違いが不明確で、民間企業に不

確実性をもたらす。事後報告又は事前届出

とすべき。外為法のスキームを用いて事業

者にグリップを利かせ、業所管課の権力を

復興することが狙い。法律の目的と考え方

に沿い、リスト規制を中心に実施すべき。 

２．今回の省令改正は、法律及び政令の授

権を超えており違法 

 外為法５５条の８及び外為令１８条の８

は、広く一般を対象に、一律に報告義務を

課すことを想定していない。広く一般に報

告義務を課すのであれば、法律にその旨の

規定があるか、少なくとも法律の明確な授

権や、授権に基づく政令の規定が必要では

ないか。 

３．告示を使う場合を広く一般に義務を課

する場合に限定すべき 

 そもそも、今回の省令改正は全て実施す

べきではないが、広く一般に義務を課する

場合は、省令１０条４項又は５項におい

今回の措置は、産業構造審議会安全保障小

委員会での議論及び中間報告（令和６年４

月２４日）を踏まえたものであり、軍事技

術と民生技術の垣根が消失する中で、時間

的経過とともに主体や用途が変化し、当初

は想定できないような軍事転用に繋がる懸

念に対応することが目的です。そのため、

現行外為法に基づく省令を改正し、キャッ

チオール規定に基づくインフォームの要否

を判断するため必要な事前報告をお願いす

るものです。ご指摘の、業所管課の権力の

復興の趣旨が明らかではありませんが、本

措置も通じて、産業界との連携・協力を今

まで以上に強化し、官民対話の下で、技術

流出対策を強化していきたいと考えており

ます。 

今回の措置は、キャッチオール規定を運用

するに当たり、必要な情報を収集するもの

であり、法の目的の範囲内で実施するもの

と考えております。 

事前報告の対象は、該当する設計又は製造

に係る技術であることを告示上、明記して

おります。学術界の共同研究の定義が明確

ではありませんが、設計又は製造に係る技

術を提供しない共同研究は対象とはなりま

せん。なお、主体が学術界であるかとは無
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て、（現行の省令第１０条４項の規定を何

らかの形で維持した上で）「広く一般に義

務を課する場合」に限定し、告示により行

う旨規定する必要がある。 

４．今回の告示案の規定では報告対象が不

明確 

 どのような技術移転が報告の対象なのか

不明確。告示案第１号の「その他の事業活

動」は非常に範囲が広い。一方で、「専ら

検査、試験又は品質保証を可能とする重要

管理対象技術の提供」はとても狭い。現在

の告示案では、例えば、学術界の共同研究

は報告対象になり得る。 

 「省令第九条第二項第七号ロ又はニに規

定するおそれが少ないことが明らかなもの

については、この限りでない。」について

は、経産省からインフォームされるおそれ

が少ないか否かを報告者に判断させるのは

不可能。「少ない」という点も極めて曖

昧。あまりに構成要件が不明確。 

関係ですが、いわゆる公知・基礎研究につ

いては報告の対象外であることを明確化す

るための告示案の修正を行いました。「おそ

れが少ないことが明らかなもの」について

は、あらゆるケースを一概に整理すること

は難しく、個別にご相談いただきたいと考

えております。その中で、一般化できる事

例があれば、今後、Ｑ＆Ａ等により、周知

してまいります。 

２ １．今回の意見募集の内容は事業者（企

業）を対象としていると考えるが、省令案

では、大学や研究機関も対象とされている

ように見え、これら機関が適用外であるこ

とを明示してほしい。 

 

 

２．親会社が子会社に対し、輸出業務に関

する指導を行うことがあるが、子会社が経

済産業省に対して行う事前報告やその後の

官民対話の内容等を共有することは可能

か。可能であれば、その旨を条文上明確に

してほしい。 

１．企業であるか大学・研究機関であるか

など、主体の類型に関わらず、どの様な技

術提供を行うかにより判断するものであ

り、これは通常の外為法の運用と同様で

す。ただし、いわゆる公知・基礎研究等を

例外とすることを明確化するための告示案

の修正を行いました。 

２．本制度の事前報告の対象となるのは、

告示で掲げる各技術のうち、設計又は製造

の技術に係る情報であり、事前報告や官民

対話の内容とは直接関係しません。 

３ 工作機械本体は移設検知等で納入先から先

の抑制もできるが、図面・技術等の客先ま

たは客先以降の管理は大変難しい。 

また契約を交わす前に報告書を提出する必

要がありそうで、取引が不可能と思われ

る。 

今後の情報を注視していきたい。 

図面・技術等が適切に管理されない場合、

第三者に技術が流出し、軍事利用等される

おそれがあると考えております。官民対話

を通じ、事業者がどのような技術流出対策

を講じるかを検討し、懸念が払拭されれ

ば、従来通り技術移転が可能となります。 
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４ １．事前報告は、契約の署名前に行う必要

があり、契約の発行前ではないとの理解で

良いか。 

２．技術提供の契約には、大枠を定めるも

のや、個別の技術提供に係るものなど様々

だが、告示案の「当該取引に係る契約」と

は個別契約を指すという理解でよいか。 

３．悪意を持った者であれば、事前報告直

後に契約を締結・履行することも可能であ

り、経産省からの協議・インフォームの機

会が失われることにならないか。事業者

が、協議完了前に取引を実施すること自体

を否定するものではないと理解してよい

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．事前報告対象から、公知例外など貿易

外省令９条２項各号に定める例外に該当す

る場合を除外すべきではないか。 

５．経産省は「その技術を提供した後にそ

の技術の提供を受けた者がその技術を内容

とする情報を適切に管理しない場合におい

て生ずる当該おそれ」がないことを証する

書面を報告者に対して提供するか。提供し

ない場合、報告者はどのようにして認識す

るのか。 

 

 

 

６．各告示対象技術についてどのように核

兵器等の開発等のために利用されるおそれ

があるのか説明されたい。 

１．ご指摘のとおり、契約の署名前を想定

しています。 

 

２．契約の種類やその内容は様々と考えら

れるため、一概に回答することは困難です

が、報告対象となる技術提供を決定する内

容を規定する契約を想定しています。 

３．官民対話が十分に実施されない状況で

技術移転が進められる場合は、技術流出の

懸念が払拭されないため、速やかにインフ

ォームを行う場合があると考えています。

ご指摘のように、悪意を持って、官民対話

の完了前に契約に署名し、取引を実施する

懸念は否定されませんが、実際の技術移転

は、瞬間的に完了するものではなく、一定

の時間的経過の中で継続的に行われる場合

が多いと考えており、先ずは、事前報告の

後に速やかにインフォームを行うことで、

技術移転の完了を防止することができると

考えております。他方、ご指摘のような事

例が実際に生じる場合には、制度の改正も

検討したいと考えております。 

４．ご指摘を踏まえ、事前報告の対象にお

いても公知例外等が適用されることを明確

化するための告示案の修正を行いました。 

５．官民対話により技術流出対策を検討し

てもなお、当該おそれがあると判断した場

合はインフォームを行うこととなります

が、インフォームを行う必要が無いと判断

した場合に、現時点で、何らかの通知を行

うことは想定しておりません。ただし、官

民対話を行うことを前提としているため、

経済産業省の認識は、実質的に事業者側に

も共有されることとなると考えておりま

す。 

６．一般論として、軍事技術と民生技術の

垣根が消失する中で、あらゆる技術がデュ

アルユース性を有しており、何らかの軍事

利用のおそれがあることは否定できませ

ん。その上で、今回告示する技術について
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は、一例として、電子部品関連技術につい

ては兵器や軍事用通信システム等の部品と

して用いられるおそれ、繊維関連技術につ

いては戦闘機やミサイルの構造部材として

用いられるおそれ、半導体関連技術につい

ては兵器や軍事用通信システム等に必要な

半導体の製造に用いられるおそれ、電子顕

微鏡関連技術については兵器や軍事用通信

システム等に必要な半導体製造プロセス

（検査等）に用いられるおそれ等があると

考えております。 

５ 事前報告を行う運用に違和感はないが、契

約の締結自体は法の適用を受ける取引では

ないため、法令（外為法第５５条の８、外

為令第１８条の８）の改正が必要ではない

か。 

今回の措置は、キャッチオール規定を運用

するに当たり、必要な情報を収集するもの

であり、法の目的の範囲内で実施するもの

と考えております。なお、報告いただくの

は契約行為そのものという趣旨ではなく、

その契約により行われる予定の技術の提供

の内容となります。 

６ 重要管理対象技術の告示の品目に関して

は、１６項であり、関税定率法のＨＳコー

ド６桁で含まれる番号を示していただきた

い。 

例えば 

（一）  積層セラミックコンデンサの設計

又は製造に係る技術 

以下の関税定率法に含まれる貨物に係る技

術 

 「8532.24 セラミックコンデンサー（多

層のものに限る。）」 

リスト規制等においても、個別具体的にＨ

Ｓコードを示すことはしておらず、今回の

対象技術についても現時点では予定してい

ません。なお、制度全般に関し、運用明確

化を図る観点から、今後Ｑ＆Ａ等の充実に

も努めてまいります。 

７ 改正案の実効性に疑問があるため、輸出入

をライセンス制にしたり、輸出入ともに検

査を強化したりすべきではないか。 

今回の措置とは直接関係しませんが、頂い

たご意見は、今後の検討の参考とさせてい

ただきます。 

８ １．官民対話について、対話の蓄積を元に

新たな法案を作成することを想定している

か。 

 

 

 

 

１．現時点で具体的に新たな法案の作成を

検討しているものではありませんが、今回

の措置の運用から得られる情報を含め、政

策課題を不断に収集し、必要があれば適時

の制度改正を検討してまいります。 
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２． 制度開始後も、産業界との調整や個

別技術の調査・分析を進め、対象技術を適

時に追加されていく予定とのことだが、追

加する度にパブコメをする予定か。 

２．対象技術を追加するための告示改正を

行う場合には、行政手続法に沿って適切に

対応してまいります。 

９ 告示案の「外国法人への出資，製造委託そ

の他の事業活動に伴い」の規定では実質的

に全ての事業活動が報告対象になるものと

解釈できる。「外国法人への出資，外国法

人での設計または製造を目的とした事業活

動に伴い」と規定していただくなど、設

計、製造を意図した取引を報告対象とする

旨を明確にしてほしい。 

事前報告の対象となる技術は、「設計又は製

造に係る技術」としております。 

告示では「おそれが少ないことが明らかな

もの」については報告の対象外としており

ますが、ビジネス上の取引の形態は様々で

あり、一概に規定することは難しいため、

個別にご相談いただきたいと考えておりま

す。その中で、一般化できる事例があれ

ば、今後、Ｑ＆Ａ等により、周知してまい

ります。 

１０ 官民対話の定着には時間がかかると思われ

る。所管原課から特定１０分野コア企業へ

のアウトリーチを行う等、積極的な働きか

けをお願いしたい。また、インフォームを

行った事実につき、個別事案名は伏せるに

しても、実績統計に関する情報公開の検討

をお願いしたい。 

施行後の制度の運用に当たり、頂いたご意

見を参考とさせていただきます。 

１１ 所管原課からも、管下の企業に対する本ス

キームの通知、業界への周知、経済界での

認知の浸透の活動を執り行って頂きたい。 

施行後の制度の運用に当たり、頂いたご意

見を参考とさせていただきます。 

 

１２ 外為法第５５条の８は、その他の条文で規

定される報告対象取引以外の取引について

は、法律の目的を達成するため必要な限度

においてのみ主務大臣が報告義務を課すこ

とを認めた規定であり、個別の通知によら

ずして一般的かつ経常的に報告を求める規

定を法改正によらずして導入する以上、そ

の運用は抑制的であるべきであり、告示の

制定文において、法第何条の規定を施行す

るために必要であるのかの宣言を行うべき

である。 

今回の措置は、キャッチオール規定を運用

するに当たり、必要な情報を収集するため

に、法の目的の範囲内で実施するものと考

えており、改正省令案第１０条第３項に基

づき報告を求めるものであることを告示上

明示しています。 

１３ 外国為替及び外国貿易法第５５条の８は、

個別の通知や、通知対象者の所在を特定で

きない場合の告示による代替によらずして

他の条文と同等の一般的な報告義務を新設

することを認める趣旨の条文なのか。法の

今回の措置は、キャッチオール規定を運用

するに当たり、必要な情報を収集するもの

であり、法の目的の範囲内で実施するもの

と考えております。 
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意図せざる改正、授権の範囲外の改正にな

っていないか。 

１４ １．報告の手続に関し、報告すべき場所・

通数等を告示等で示すことを経済産業大臣

に義務付ける規定を加えていただきたい。 

 

２．対象範囲の不明確な告示を防止する観

点から、改正後の省令案第１０条第３項に

おいて対象者を明らかにすべき旨の規定を

挿入していただきたい。 

 

 

 

 

 

３．告示案について、報告後の内容変更・

中止を想定した手続規定が必要ではない

か。 

 

 

 

 

 

 

４．告示案について、「外国為替管理令」

との名称が用いられているが、昭和五十五

年政令第二百六十号の題名は既に「外国為

替令」に改められており誤りである。 

５．告示案について、「外国法人への出

資、製造委託その他の活動に伴い、重要管

理技術を外国において提供することを目的

とする取引を行おうとする居住者又は非居

住者若しくは重要管理技術を外国の非居住

者に提供することを目的とする取引を行お

うとする居住者」に報告義務を課す予定と

されている。この規定について、 

①「外国の非居住者に居住者が重要管理技

術を提供しようとする場合」は、その全て

が当然に「居住者が重要管理技術を外国に

１．報告の手続については、専用のメール

アドレスを設けることを想定しております

が、具体的な方法は、施行前に当省 HP等に

おいて周知させていただきます。 

２．今回の措置は、対象となる蓋然性のあ

る事業者を必ずしも特定することができ

ず、また、公平性と確実性の観点から、告

示において対象技術を明らかにした上で、

事前報告を求めることとしております。他

方、従来から実施されている、例えば特定

の事業者に法令違反の懸念がある場合等に

行う報告徴収は、従来通り個別に通知する

ことが原則と考えております。 

３．事業者と経済産業省の間で技術流出対

策について検討する官民対話を行うことを

前提としており、仮にその後の内容の変更

や中止が生じた際には、対話の中で確認を

取る予定です。事前報告は、官民対話を行

っていく上での端緒情報の意味合いが強

く、そのため、事業者負担も考慮し、必要

最小限の報告内容となる様式を設定してお

ります。 

４．ご指摘を踏まえ、告示案を修正しまし

た。 

 

 

５． 

①重要管理対象技術を「外国において提供

することを目的とする取引」は、取引の当

事者の属性（居住者であるか非居住者であ

るか）にかかわらず、取引の相手方が技術

情報を受領する場所が外国であるものを指

し、「外国の非居住者に提供することを目的

とする取引」は、技術情報が受領される場

所がいずれかにかかわらず居住者が外国の

非居住者に技術を提供することを目的とす

るものを指します。 
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おいて提供する場合」に包含されるのでは

ないか。 

②報告を求められる「取引」の範囲が不明

確であり、明確化いただきたい。 

③企業は外国為替及び外国貿易法第５５条

の３第１項第６号等に基づき、外国法人へ

の出資に際して対外直接投資に係る証券の

取得等に関する取引については日本銀行及

び財務大臣に報告するよう既に義務付けら

れているが、外国法人への出資行為が本告

示上の報告対象取引に含まれるのか。 

②事前報告の対象は、該当する設計又は製

造に係る技術であることを告示上、明記し

ております。なお、おそれが少ないことが

明らかなものについては、あらゆるケース

を一概に整理することは難しく、個別にご

相談いただきたいと考えております。その

中で、一般化できる事例があれば、今後、

Ｑ＆Ａ等により、周知してまいります。 

③本告示における報告対象は、重要管理対

象技術を提供する取引であり、外国法人へ

の出資行為そのものを報告対象とはしてい

ません。 

１５ １．告示案第１号の「外国法人」とは、

「外国法令に基づいて設立された法人」と

いうことでよいか。 

２．告示案第１号の事前報告と共同研究で

の技術提供の関係について、共同研究の過

程で、相手方に重要管理対象技術を提供

し、あるいは相手方から重要管理対象技術

の提供を受けて、重要管理対象技術自体の

開発、改良、高度化等を共同で行うような

場合には、その共同研究が「他国での製

造」を目的としていない場合であっても、

「製品開発を可能とするような技術移転」

として事前報告対象になるのか。 

 

 

 

３．告示案１号で、「重要管理対象技術を

外国（輸出貿易管理令（昭和二十四年政令

第三百七十八号）別表第三に掲げる地域以

外の外国をいう。以下この号において同

じ。）において提供することを目的とする

取引を行おうとする居住者又は非居住者若

しくは重要管理対象技術を外国の非居住者

に提供することを目的とする取引を行おう

とする居住者は、…」とあるが、外為法第

25条１項の記載に合わせて「又は」は

「若しくは」に、「若しくは」は「又は」

にすることが適切ではないか。 

１．ご指摘の通りです。 

 

 

２．共同研究の定義が明確ではないため、

一概に規定することは困難ですが、一般論

として、設計又は製造に係る技術を提供し

ない共同研究は対象とはなりません。ただ

し、他国での製品の設計又は製造を可能と

する重要管理対象技術を相手方に提供する

取引を行う場合には、事前報告の対象とな

ります。なお、おそれが少ないことが明ら

かなものについては、あらゆるケースを一

概に整理することは難しく、個別にご相談

いただきたいと考えております。その中

で、一般化できる事例があれば、今後、Ｑ

＆Ａ等により、周知してまいります。 

３．ご指摘を踏まえ、告示案を修正しまし

た。 
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４．告示案１号の「外国の非居住者」につ

いて、外国に住所又は居所を有する自然人

及び外国に主たる事務所を有する法人の両

方を指すと理解してよいか。 

５．「概要資料」に、「取引の行為類型」と

して「※直接的な技術指導を伴わないライ

センス供与は対象外とする。」とあるが、

かかる取引を事前報告の対象外とすること

は、告示案のどこで読めるのか。告示案第

１号の「その他これに類する取引であっ

て、貿易関係貿易外取引等に関する省令第

九条第二項第七号ロ又はニに規定するおそ

れが少ないことが明らかなもの」に当たる

という解釈でよいか。 

６．事前報告制度が新設されることに伴っ

て、輸出管理内部規程を変更する必要はあ

るのか。 

 

 

７．「概要資料」に、「これら以外にも対象

技術の候補は存在。制度開始後も、産業界

との調整や個別技術の調査・分析を進め、

対象技術を適時に追加していく。」とある

ところ、対象技術の追加の検討に際して

は、技術分野に応じて、研究機関における

技術の保有状況や利用状況等も考慮に入れ

て頂きたい。 

４．ご指摘の通りです。 

 

 

 

５．ご指摘を明確化するため、貿易外省令

９条２項各号（７号を除く）を対象外とす

る告示案の修正を行いました。実施のため

のノウハウ等の提供を伴わない単なる特許

ライセンスの供与は、いわゆる公知情報の

提供にあたるため、報告対象外となりま

す。 

 

 

 

６．本措置の導入に伴い、既存の輸出管理

内部規程（ＣＰ）の変更を要請することは

想定しておりませんが、本措置に係る報告

が遵守されるよう適切な対応をお願いしま

す。 

７．頂いたご意見は、今後の検討の参考と

させていただきます。 

１６ 学会発表用の原稿、展示会での配布資料、

雑誌への投稿、などの当該技術を不特定多

数の者が入手又は閲覧可能とすることを目

的とする技術提供取引は、貿易外省令第９

条２項により、許可を必要としないと理解

しているが、 

１．貿易外省令第９条２項と今回の対話ス

キームは、貿易外省令第９条２項を優先す

ると理解していいのか。 

２．この度の改正告示で特定管理対象技術

と定義されているプリカーサーから出来る

リスト規制の製品の製品性能を検査や試験

し、学会発表用の原稿、展示会の配布資

貿易外省令９条２項９号のいわゆる公知例

外については、本措置においても事前報告

の対象外です。当該趣旨を明確にするた

め、告示案の修正を行いました。 
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料、雑誌投稿、など不特定多数が入手や閲

覧可能とする目的は、今回の対話スキーム

の対象となるのか。 

３．この度の改正告示で特定管理対象技術

と定義されているプリカーサーの性能を検

査や試験し、学会発表用の原稿、展示会の

配布資料、雑誌投稿、など不特定多数が入

手や閲覧可能とする目的は、今回の対話ス

キームの対象となるのか。 

１７ １．台湾と日本は、半導体製造において現

在協調関係にあり、今後もこれを発展させ

ていく必要があるため、告示案１号の「外

国」から台湾を除外いただきたい。 

２．輸出管理内部規程（ＣＰ）を作成し実

施している企業は、現地子会社管理がなさ

れていることより技術流出の懸念性が低

い。親会社から現地子会社への製造移転

は、定常的に行う技術移転であり当該取引

前の所要手続きにより、企業活動への影響

が懸念されるため、本制度における事前報

告の対象外としていただきたい。 

本措置は、現行のキャッチオール規定に基

づきインフォームの要否を判断する上で必

要な情報について事前報告を求めるもので

あり、特定の国や地域について異なる対応

をすることは想定しておりません。 

また、輸出管理内部規程（ＣＰ）の作成・

実施をもって直ちに技術流出による長期的

な軍事転用懸念が必ずしも払拭される訳で

はないため、一律に対象外とすることは想

定しておりません。 

なお、告示において「おそれが少ないこと

が明らかなもの」について対象外としてお

りますが、あらゆるケースを一概に整理す

ることは難しく、個別にご相談いただきた

いと考えております。その中で、一般化で

きる事例があれば、今後、Ｑ＆Ａ等によ

り、周知してまいります。 

１８ １．重要管理対象技術の範囲が具体的に明

確になるようなガイドラインの設定を希望

する。 

２．重要管理対象技術の提供において、報

告の対象となる取引の類型行為の範囲が具

体的に明確になるようなガイドラインの設

定を希望する。 

運用に当たり、Ｑ＆Ａ等によりできる限り

明確化を図ってまいりますが、個別にもご

相談いただきたいと考えております。 

１９  １． 技術は一度流出すると管理が困難で

あり、重要技術について官民連携により適

切に管理が必要。新たな技術管理スキーム

は必須と考えており、徹底を期待。 

２． 対象技術の選定理由が定性的。将来

の頻繁な追加・変更も企業活動の萎縮につ

ながる懸念。丁寧な事前説明が行われるべ

産業構造審議会安全保障貿易管理小委員会

の中間報告においても、官民の連携の重要

性を指摘いただいており、制度改正、運用

の様々な局面において、情報保全体制に留

意しつつ、産業界に対する丁寧な説明、対

話を行ってまいります。 
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きで、日頃からの官民対話の積み重ねを期

待。 

３． 情報保全体制の構築が不可欠であ

り、「セキュリティ・クリアランス」制度

の活用の可能性も含め、本制度の運用開始

直後から、丁寧な官民対話を期待。 

２０ 告示案１号で、「重要管理対象技術を外国

（輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三

百七十八号）別表第三に掲げる地域以外の

外国をいう。以下この号において同じ。）

において提供することを目的とする取引を

行おうとする居住者又は非居住者若しくは

重要管理対象技術を外国の非居住者に提供

することを目的とする取引を行おうとする

居住者は、…」とあるが、外為法第 25条

１項の記載に合わせて「又は」は「若しく

は」に、「若しくは」は「又は」にするこ

とが適切ではないか。 

ご指摘を踏まえ、告示案を修正しました。 

２１ １．海外での技術流出懸念は国内以上に防

止が困難であるため、抜けがないよう、

「現地子会社・合弁会社での製造開始」、

「増産、設備・装置の追加」を追加すべ

き。 

２．積層セラミックコンデンサに関し、

「検査、試験又は品質保証の設計に係る技

術」、「製造装置の設計又は製造に関わる技

術」も対象とすべき。 

３．「その技術を提供した後にその技術の

提供を受けた者がその技術を内容とする情

報を適切に管理しない場合において生ずる

当該おそれ」について、相手国の環境によ

り管理が困難な場合もあるため、「管理し

ない又は管理が困難な場合」とすべき。 

 

４．日本企業が、第三国の子会社やその他

企業を通じて技術を提供するなどの抜け道

がないように制度設計すべき。 

１．ご指摘のようなケースを含め、重要管

理対象技術である設計・製造技術を提供す

る行為が、事前報告の対象となります。 

 

 

２．対象技術については、産業界とも対話

しつつ、随時の見直しを図っていく予定で

す。ご指摘の点は、今後の検討の参考にさ

せていただきます。 

３．技術管理の方法は様々であり、相手

国・地域の環境にも合わせた方策を検討し

ていくことが必要です。その上で、何らか

の事情により適正な技術管理が実施できな

い状況なのであれば、結果として適正に管

理しないこととなるため、現在の条文に包

含されると考えております。 

４．最終的な技術提供先がどこであるかを

前提に制度を運用するため、第三国を経由

することで、意図的に制度を回避すること

はできません。いずれにしても、その他の

ケースを含め、いわゆる「抜け道」が生じ

ないよう、適切に運用するとともに、不適
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切な事例が散見される状況であれば、随時

の制度見直しを検討してまいります。 

２２ １．セールス目的での図面等の説明やパー

トナー企業への製品技術の相談等、「設計

又は製造に係る技術」の提供を目的とする

取引に係る契約が存在しない場合も当該事

前報告の対象となるか。 

 

 

 

 

 

２．報告後３０日間は、技術提供が禁止さ

れているか。事前に経産省と対話し、了解

を得ることで、インフォーム発出の判断ま

での判断期間を短縮することは可能か。当

該期間を貿易外省令等に明示することは想

定しているか。 

 

 

 

３．「重要管理対象技術」とは、告示案第

２号イ～ニに規定される技術のすべてを指

すのではなく、そのうち、「当該技術を提

供した後に、当該技術の提供を受けた者が

当該技術を内容とする情報を適切に管理し

ない場合において、貿易関係貿易外取引等

に関する省令第九条第二項第七号ロ又はニ

に規定するおそれが生じる」もののみを指

すとの理解でよいか。 

４．告示案第１号に「おそれが少ないこと

が明らかなもの」とあるが、「輸出者等が

「明らかなとき」を判断するためのガイド

ライン」を参考にして判断できるとの理解

でよいか。 

５．「積層セラミックコンデンサ」の定義

を明確にしていただきたい。 

 

６．「弾性表面波フィルタ又はバルク弾性

波フィルタ」の定義を明確にし、同時に、

１．契約の種類や内容は様々であり、一概

に回答することは困難ですが、技術提供が

当事者間で合意される前に事前報告いただ

くことを想定しています。ご指摘の「セー

ルス目的での図面等の説明」や「パートナ

ー企業への製品技術の相談」の内容が明確

ではないため、一概に回答することは困難

ですが、告示された重要管理対象技術であ

る設計・製造技術の提供を伴わないのであ

れば、報告は不要です。 

２．「３０日間」は運用の目安であり、省令

等に規定するものではありません。技術提

供の禁止期間が設けられているものではあ

りませんが、技術流出の懸念が払拭できな

い場合、直ちにインフォームを実施する場

合もあります。逆に、早期の事前相談によ

り技術流出の懸念が払拭されていれば、報

告後速やかにインフォームを行わないとい

った判断をすることも可能となります。 

３．「重要管理対象技術」は、告示案第２項

各号に掲げられた技術全体です。 

 

 

 

 

 

 

 

４．「おそれが少ないことが明らかな」取引

については、個別にご相談いただきたいと

考えております。その中で、一般化できる

事例があれば、今後、Ｑ＆Ａ等により、周

知してまいります。 

５． 積層セラミックコンデンサは、セラミ

ックを誘電体として、誘電体層と電極層を

多層に重ねたコンデンサを意味します。 

６． 弾性表面波フィルタとバルク弾性波フ

ィルタは、特定の周波数帯域の電気信号を
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それ以外の弾性波フィルタは対象外である

かも明確にしていただきたい。 

７．告示案にある用語について、解釈をま

とめた資料は発行されるか。 

 

 

８．告示案に記載ある品目の部分品の設

計・製造に係る技術も対象となるのか。そ

の場合、部分品であるかの判断はどのよう

に行えばよいか。 

取り出す素子を指し、それぞれ弾性表面波

とバルク弾性波を利用します。 

７．用語の解説等については、今後、Ｑ＆

Ａ等の充実を図ってまいりますが、悩むよ

うなケースは、個別にもお問い合わせくだ

さい。 

８．本措置にて事前報告の対象とするの

は、該当する設計又は製造に係る技術で

す。「設計」や「製造」の用語解釈について

は役務通達（外国為替及び外国貿易法第 25

条第１項及び外国為替令第 17条第２項の規

定に基づき許可を擁する技術を提供する取

引又は行為について）をご参照ください。 

２３ １．「外国法人への出資、製造委託その他

の事業活動」について、「その他の事業活

動」とは具体的に何か。法令への追記、又

は、Ｑ＆Ａ、ガイドライン等で明示して欲

しい。 

２．既に実施され、継続している契約につ

いての事前報告は必要か。新規案件に限定

すべき。 

 

 

 

３．「省令第九条第二項第七号ロ又はニに

規定するおそれが少ないことが明らかなも

の」とは具体的に何か。法令への追記、又

は、Ｑ＆Ａ、ガイドライン等で具体的な事

例を提示して欲しい。 

４．対象地域が、輸出令別表第３の地域

（グループＡ国）以外に限定されている

が、グループＡ国を経由しての技術移転を

どう考えるか。また、規制レベルのバラン

スのために、グループＡ国への働きかけを

検討しているか。 

５．報告書の提出期限、許可（インフォー

ム判断）に要す期間等の運用について、Ｑ

＆Ａやガイドライン等に明らかにして欲し

い。ビジネスに著しい支障の無いように運

用して欲しい。 

１．事前報告の対象は、重要管理対象技術

である設計・製造技術を提供する行為とな

ります。個別に不明な点があれば、お問い

合わせいただき、可能な限り、Ｑ＆Ａ等に

より周知してまいります。 

２．本措置の施行前に行われた技術提供に

ついては遡及適用されません。既に海外工

場で生産を行っているものの、新製品の図

面を提供するなど、施行前に提供されてい

なかった新しい技術を提供する場合には、

事前報告の対象となります。 

３．あらゆるケースを一概に整理すること

は難しく、個別にご相談いただきたいと考

えております。その中で、一般化できる事

例があれば、今後、Ｑ＆Ａ等により、周知

してまいります。 

４．本措置は、キャッチオール規制の一部

として実施するものであり、対象地域もこ

れと整合しています。関係国については、

安全保障貿易管理制度について日常的にコ

ミュニケーションをとっており、必要に応

じて様々な議論を行ってまいります。 

５．運用に当たっては、ご指摘のように、

事業者のビジネスに著しい支障が生じない

よう配慮するとともに、可能な限りＱ＆Ａ

等を充実してまいります。 
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６．告示案における「適切に管理しない場

合」とはどのような場合か。 

 

 

 

 

 

 

７．「重要管理対象技術」について明確な

記述をお願いしたい。 

 

 

８．「重要管理対象技術」について、今

後、管理対象技術の増減がある場合、その

判断基準と手順も明確にしていただきた

い。 

９．報告書の記入例、記入のガイドライン

を公表して頂きたい。 

６．適切な技術流出対策が講じられない場

合を意味します。技術流出対策としては、

例えば、コア技術を特定してアクセス制限

を設けたり、資本比率を高めてガバナンス

を徹底したりすると言ったことが考えられ

ますが、事業実態に応じて一律に定めるこ

とはできないため、こういった点も含めて

官民対話を通じて確認してまいります。 

７．重要管理対象技術は、告示２項各号に

掲げる通りですが、不明点があれば個別に

ご相談いただくとともに、Ｑ＆Ａ等の充実

も図ってまいります。 

８．告示を改正する場合には、行政手続法

に沿って適切に対応してまいります。 

 

 

９．報告様式への記入例等については、施

行前に当省 HP等において周知することを検

討します。 

２４ １．「外国法人への出資、製造委託その他

の事業活動」をできる限り明確にして欲し

い。「製造事業」を通常行わない大学や、

海外大学との共同研究は除外することを明

確化して欲しい。どのような「共同研究」

が対象か明確化して欲しい。 

 

 

２．「特定重要技術」について、対象をＨ

Ｓコードで示すとともに、該非相談の窓口

を開設して欲しい。貿易外省令９条２項

９、１０、１１号を対象外とすることを明

確化して欲しい。 

 

 

 

 

 

３．運用に当たり、貿易外省令９条２項な

ど新たな制限が課されないことを明確化し

て欲しい。また、重要管理対象技術毎に担

１．報告の対象は、設計・製造に係る技術

を提供する行為です。このような、設計又

は製造に係る技術を提供しない共同研究は

対象とはなりません。大学など主体の性格

により除外することはありませんが、いわ

ゆる公知・基礎研究については報告の対象

外であることを明確化するための告示案の

修正を行いました。 

２．いわゆるリスト規制等においても、個

別具体的にＨＳコードを示すことはしてお

らず、今回の対象技術についても現時点で

は予定していません。専用の相談窓口を設

置するかは、お問い合わせの状況も踏まえ

て検討してまいりますが、いずれにせよ、

事業者の相談には丁寧に対応してまいりま

す。貿易外省令９条２項各号の除外につい

ては、明確化するための告示案の修正を行

いました。 

３．貿易外省令９条２項各号が除外される

ことを明確化するための告示案の修正を行

いました。事前報告の担当は貿易管理部に
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当課を明らかにして欲しい。告示による報

告義務の範囲を限定かつ明確化し、機微な

ものは、通知を起点としてほしい。インフ

ォーム要否の確認が３０日を超える場合、

報告者に対して必ず事前に連絡して欲し

い。 

なり、専用のメールアドレスを設ける予定

です。また、官民対話は所管原課を窓口と

する予定ですが、必要な情報提供を進めて

まいります。告示により報告を求めるもの

は、現時点で本制度のみであり、それ以外

は従来通りの通知による運用と考えており

ます。インフォームの要否の判断は３０日

以内に行うことを原則としておりますが、

仮に時間を要する場合には官民対話の中で

お伝えしていくことになります。 

２５ １．官民対話にあたり、中堅・中小企業も

グローバルサプライチェーンへ参画できる

よう必要な情報提供・助言を積極的に行っ

て欲しい。また、所管ごとに対応に差異が

生じないよう、貿易経済安保局を中心に適

切な運用を図って欲しい。 

 

２．対象技術は、産業界への負担や影響を

考慮し、厳にリスクの高いものに絞り込む

とともに、選定プロセスを明確化・透明化

すべき。その中で、中堅・中小企業も含め

て十分なヒアリングを行って欲しい。規制

の必要性が低下、無くなった技術は除外す

るなど実効性のある制度運用を図られた

い。 

３．相談体制やＱ＆Ａの整備などを含め、

ベンチャーを含む中堅・中小企業に対し広

く周知し、理解増進をして欲しい。その

際、関係企業や対応を促したい団体等に

は、プッシュ型でも周知・説明いただきた

い。 

１．ご指摘の通り、本措置の有無に関わら

ず、中堅・中小企業との間で、技術流出対

策をはじめとする諸課題について丁寧な対

話、情報交換を実施していくことが重要で

あり、所管ごとに対応に差異が生じないよ

うにとのご指摘を含め、適切に対応してま

いりたいと考えております。 

２．ご指摘の通り、対象は厳にリスクの高

いものに絞り込む必要があり、中堅・中小

企業も含め、丁寧に産業界と対話をしてま

いります。また、対象技術からの除外を含

め、施行後も随時見直しを図ってまいりま

す。 

 

 

３．ご指摘の通り、中堅・中小企業を含

め、制度の理解増進のために最大限取り組

んでまいります。 

２６ 企業として最終的な契約締結に向けてどの

ように準備体制を整えておくべきか。イン

フォームに該当するケースや報告書の記入

例、文書準備の必要性等についても明確化

いただきたい。また、産業界向けへの説明

の機会も設けていただきたい。 

Ｑ＆Ａの整備、必要な情報のホームページ

掲載、対象技術に関係する業界団体向け説

明会などにより、事業者が円滑に判断、対

応できるよう努めてまいります。 

２７ Ⅰ．貿易外省令 

１．貿易外省令第９条第２項第七号につい

て 

Ⅰ． 

１． 
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（１）今回のインフォーム要件の部分の改

正による客観要件への影響について 

①インフォーム要件に「その技術を提供し

た後にその技術の提供を受けた者がその技

術を内容とする情報を適切に管理しない場

合において生ずる当該おそれを含む。」が

追加されたのは、時間的経過に伴う軍事転

用懸念を表現したものか。 

②ロ、ハに限って「おそれを含む」の文言

が追加されているが、現行の客観要件の範

囲については影響を受けないという理解で

良いか。 

③改正をロと二に限定しているのは、官民

対話で懸念解消を図りつつ、払拭されない

場合にはインフォームで許可申請を求める

枠組みの一環であることによるものと理解

して良いか。 

（２）事前報告の対象となっていない技術

の提供については、括弧書き内の「おそ

れ」を理由としてインフォームが発出され

ることはないとの理解で良いか。 

 

 

 

 

 

（３）契約後のインフォームの可能性につ

いて 

①悪質でない事前報告漏れの場合には、契

約後でもインフォームはなされないと理解

して良いか。 

②悪質な事前報告漏れの場合には、契約後

（提供前）でもインフォームがなされる可

能性はあるか。 

（４）改正省令内の「適切に管理しない場

合において生ずるおそれ」を告示内での重

要管理対象技術の根拠となる「おそれ」と

紐付けることで、重要管理対象技術がイン

フォームの対象であることを明確化してほ

しい。 

（１）ご指摘の通りです。産構審安全保障

貿易管理小委員会の中間報告を踏まえ、時

間的経過に伴う軍事転用懸念に対応するた

めに許可申請を求める際は、インフォーム

を行うことが前提となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）及び（４）事前報告の対象となって

いない技術提供であっても、何らかの情報

により経済産業省が当該技術提供の予定を

認知し、そこに時間的経過に伴う軍事転用

懸念が存在すると判断した場合に、許可申

請を求める通知を行うことは否定しませ

ん。ただし、他の事業者との公平性も考慮

して、慎重に判断する必要があると考えて

おります。 

（３）報告漏れの有無や、その悪質性に関

わらず、時間的な経過に伴う軍事転用懸念

のある技術提供が行われる場合には、許可

申請を求める通知を行う場合があります。 
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Ⅱ-１．経済産業省告示第一号 

１．告示一号の規定は、前半は地理的概念

であり、後半は人的概念であり、「又は」

と「若しくは」の接続詞を入れ替える必要

がある。 

２． 

①「その他の事業活動」が、茫漠として、

非常に範囲が広い。Ｑ＆Ａ等で対象となる

事例、対象とならない事例をできるだけ例

示してほしい。 

②相手が専ら販売を業とする者は含まれな

いと思われるので、趣旨を明確にするた

め、これらの行為類型は「外国での製品開

発や製造を可能とする」ということを規定

上明記してほしい。 

３．事前報告の対象となる行為類型につい

て、各企業の解釈によって事前報告の対応

が変わるような可能性がないように、具体

的なケースの扱いをＱ＆Ａ等で解説してい

ただきたい。 

４．不測の混乱を回避するため、「契約を

締結する三十日前までに」と規定すること

を検討してほしい。 

 

５．官民対話・審査期間が３０日を超えそ

うな場合には、なるべく早いタイミング

で、延長する旨の通知を文書で出すことを

検討してほしい。 

６．官民対話で懸念が払拭された場合、報

告者に対し書面でその旨交付する仕組みを

検討してほしい。 

７．「当該取引に係る契約を締結する前

に」について、日本の親会社と１００％出

資の海外子会社との間では、技術の提供を

伴う取引を行う場合に、社内で機関意思決

定のみを行い、契約の締結まで行わない場

合が多い。そのような場合、社内の機関意

思決定を契約と同等に扱っても問題ない

か。 

Ⅱ-１． 

１．ご指摘を踏まえ、告示案を修正いたし

ました。 

 

 

２．及び３．Ｑ＆Ａ等の充実を図ってまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．原案よりも規制を強化することになる

ため、慎重な検討が必要ですが、運用実態

も踏まえつつ、今後の制度見直しの際に考

慮してまいります。 

５．及び６．現時点で文書での通知は想定

していませんが、官民対話の中で事業者に

適切にお伝えしてまいります。 

 

 

 

 

７．取引の当事者間で、当該取引に関する

意思決定、合意がなされるタイミングが、

ご指摘のような社内の期間意思決定である

とするならば、そのように扱っていただい

て問題ありません。 
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８．外為法第５５条の８に基づく報告義務

を課す場合、「設計」、「製造」及び「技

術」の用語の解釈及び許可例外が適用され

ることを明確にするため、第２５条第１項

に基づく技術提供であることを告示中に明

記してほしい。 

９．「専ら検査、試験又は品質保証を可能

とする重要管理対象技術の提供を目的とす

る取引その他これに類する取引」につい

て、実際に「製品」に繫がる技術以外の技

術の提供と理解したが、「その他のこれに

類する取引」について例示してほしい。ま

た、「品質保証を可能とする取引」には歩

留まり改善等の品質改善を可能とする取引

も含まれるか。 

１０．ただし書きの「おそれが少ないこと

が明らかなもの」の「明らか」の判断基準

を例示してほしい。 

Ⅱ-２．経済産業省告示第二号 

１．「重要管理対象技術」の定義につい

て、経済産業省がおそれがあるものとして

選定したものが掲げられているため、「お

それが生じる技術として次に掲げるものを

いう。」に修正してほしい。 

 

 

２．  

（１）設計、製造に用いられるにしても、

汎用のものは除かれるか。専用技術だけが

対象か。 

（２）全体の設計、製造技術ではない一部

の限定的な技術は除かれるか。 

（３）貨物の需要者に提供する納入仕様書

は除かれるか。 

 

 

３．「走査型電子顕微鏡又は透過型電子顕

微鏡の設計又は製造に係る技術」の範囲が

広いため、対象となる技術を明確にしてほ

しい。 

８．告示は法２５条１項の条文を引用して

おります。また、許可例外が適用されるこ

とを明確化するための告示案の修正も行い

ました。 

 

 

９．及び１０．ビジネス上の取引の形態は

様々であり、一概に規定することは難しい

ため、個別にご相談いただきたいと考えて

おります。その中で、一般化できる事例が

あれば、今後、Ｑ＆Ａ等により、周知して

まいります。 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ-２． 

１．重要管理対象技術は、より広範な技術

について時間的経過に伴う軍事転用懸念が

存在する中で、厳にリスクの高いものに絞

っているものであり、重要管理対象技術に

掲げられていない技術におそれが一切無い

という誤解を招くため、原案の通りといた

します。 

２．ご質問の趣旨が必ずしも明らかではあ

りませんが、該当する製品に関わらず様々

な製品の設計製造に用いられる技術と言う

意味であれば対象とはならないと考えられ

ますが、当該製品の製造に不可欠な技術で

あれば、一部であっても対象と考えられま

す。納品仕様書についても、その記載内容

によって異なると考えられます。いずれに

しても、ケースごとに異なるため、個別に

ご相談をいただくことを推奨します。 

３．走査型電子顕微鏡等の設計・製造に不

可欠な技術が対象と考えております。製品

毎に実態が異なるため、個別にご相談いた
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４．重要管理対象技術は、日本の企業だけ

がもっている技術を独自規制することは理

解できるが、他国の企業も同じレベルの技

術をもっている場合、日本だけが不公平な

状況に置かれてしまう。フォーリンアベイ

ラビリティの観点から明確に品目を決めて

いく必要があると思う。 

５．重要管理対象技術のニは対象技術が一

つのため、「ニ 電子顕微鏡の設計又は製造

に係る技術のうち、走査型電子顕微鏡又は

透過型電子顕微鏡の設計又は製造に係る技

術」と修正すべき。 

Ⅲ．「官民対話スキーム」の趣旨、運用に

ついて 

１．「官民対話スキーム」の趣旨、運用に

ついての確認 

（１）「官民対話スキーム」の目的は、「官

民の確実な対話により時間的経過に伴う軍

事転用懸念に対応していくことであり、海

外への技術移転を止めることが目的ではな

く、適切な技術管理の徹底が目的」である

という理解で良いか。 

（２）報告の対象となる技術は「他国が獲

得関心を持ち、我が国が不可欠性・優位性

を持つ技術のうち、時間的経過に伴う軍事

転用懸念があるもの」であり、また「重要

管理対象技術のうち、検査、試験などは除

かれ、懸念が強い」取引の行為類型が対象

となるという理解で良いか。 

（３）報告書について、宛先は経済産業大

臣、提出窓口は貿易管理部（課室は別途明

確に示される）という理解で良いか。 

（４）契約の細部が固まっていない段階で

も事前相談は可能であり、情報が固まった

段階で正式に事前報告を実施するという理

解で良いか。 

（５）用語の解釈について 

だき、一般化できるものがあればＱ＆Ａ等

により周知してまいります。 

４．必要に応じて関係国への働きかけを検

討していくとともに、そういった動向も考

慮しながら、運用や制度見直しを図ってま

いります。 

 

 

 

５．法的効果は同じであり、カテゴライズ

による分かりやすさも考慮し、原案の通り

としております。 

 

 

Ⅲ． 

 

１． 

 

（１）～（４）ご指摘の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 



19 

 

①「外国法人」、また「外国法人への出

資、製造委託その他の事業活動」の定義と

は。 

②「専ら検査、試験又は品質保証を可能と

する重要管理対象技術の提供を目的とする

取引その他これに類する取引」とは、製造

に付随する技術提供取引であるという理解

で良いか。 

（６）官民対話の窓口と運用について、次

のような理解でよいか。 

・報告書の提出窓口は貿易管理部、対話は

対象技術の所管原課が明示され、窓口とな

る。企業は所管原課に早期に相談・情報提

供し、密なコミュニケーションを構築する

ことで、事前報告後の官民対話を円滑なも

のとすることが望ましい。貿易管理部はこ

の対話に連携・協力をする。 

・企業は契約の３０日前までに事前報告を

行い、経産省は原則３０日以内に何らかの

結論を出すが、懸念が解消されない場合等

には貿易外省令に基づくインフォームを発

出することがある。懸念がない、又は懸念

が解消された場合には、契約をしても問題

ない旨を企業に文書の形で連絡する。 

・経産省は、対話期間が延びる見込みの場

合には、早めにその旨を延長期間の目途を

文書にて連絡する。 

（７）「インフォームの発出」は次のよう

な理解でよいか。対話を行う中で、技術流

出の懸念が払拭されない場合、又は技術移

転に際して条件を付すことが有効な場合

は、経済産業大臣は貿易外省令第９条第２

項ロ又はハに基づき、報告者に許可の申請

をすべき旨の通知を発することがある。 

（８）「報告の義務」は、次のような理解

でよいか。 

・申告漏れに対しては、外為法の輸出者等

遵守基準に基づき指導助言、改善命令を実

施し、これに従わない場合や悪質な場合

①「外国法人」は「外国法令に基づいて設

立された法人」を意味します。「外国法人へ

の出資、製造委託」は例示に過ぎません

が、例えば、日本企業が海外に生産拠点と

なる子会社を設立したり、外国企業に生産

委託をしたりするといったケースを指しま

す。 

②ご指摘の通りです。 

（６）事前報告は契約前までとなり、原則

として、報告後３０日以内に、経済産業省

がインフォームの要否を判断することにな

ります。懸念が解消された場合や対話期間

が延びる見込みの場合に、文書の形とする

かは現時点で決まっておりませんが、官民

対話の中で事業者にお知らせすることにな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）ご指摘の通りです。 

 

 

 

 

 

 

（８）本措置については、産構審安全保障

貿易管理小委員会の中間報告においても、

「悪質なケースを除き、輸出者等遵守基準

に基づき、丁寧な指導プロセスによる対応

を図るべき」と指摘されており、これは、

本措置については、技術移転を禁止するこ
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は、外為法第７１条第九号に規定に基づ

き、罰則が科せられる場合がある。 

・法規制は一般的には遡及しないので、す

でに実施している契約や実際に技術提供を

行う時期が施行後であるものは、報告の対

象外である。  

 

 

 

 

 

（９）報告書の「４ 技術の種類、内容」

には該当する重要管理対象技術を記載し、

「５ 取引の概要」には報告時点で判明し

ている情報を記載すればよいか。報告書の

記載要領を示してほしい。 

２．運用通達を制定し、スキームの趣旨・

目的、運用の全体像を法令の形で示してほ

しい。 

３．公布前、少なくとも施行前に対象技術

について「安全保障貿易管理ガイダンス」

に反映してほしい。 

４． 

（１）日本の大切な技術流出を抑止するた

めの重要な法令であるため、経済産業省は

啓蒙活動に努めてほしい。 

（２）官民対話は法令上に反映されておら

ず、「報告書の提出を命ずることができ

る」だけが残ることは不安であり払拭いた

だきたい。 

（３) 官民対話は所管原課の対応が重要で

あり、適切に対応してほしい。新しい分野

は窓口となる原課を示してほしい。 

５．概要資料の 6ページの運用イメージ

は、①官民対話→②事前報告→③インフォ

ームの順であり、所管原課との官民対話は

規制内容の範囲ではないと理解。その場

合、 

・「所管原課」との対話は「事業者・技術

を提供する者」が「行わなければならな

とや、事業者を罰することが目的ではな

く、丁寧な官民対話を通じて適正な技術流

出対策を進めていくことを目的としている

ためと認識しております。悪質なケースが

散見される場合などには、改めて制度の在

り方を検討する必要がありますが、まず

は、中間報告の趣旨を踏まえつつ、丁寧な

運用を行ってまいりたいと考えておりま

す。遡及適用が無いのはご指摘の通りです

が、施行後、技術提供の前に許可申請を求

める通知を行うことはあり得ます。 

（９）ご指摘の通りです。記入例などを施

行前にＨＰ等で周知するようにしたいと考

えております。 

 

 

２．及び３．HP等においてできる限り分か

りやすく周知してまいります。運用通達の

制定や「安全保障貿易管理ガイダンス」へ

の反映については、その必要性を含め引き

続き検討いたします。 

 

４．ご指摘のような事業者への啓蒙、不安

の払しょく、官民対話の対応等について、

丁寧に対応してまいります。そのために必

要な情報提供については、HP等への掲載、

説明会の実施等により適切に対応してまい

ります。 

 

 

 

 

 

５．官民対話は法的な義務のかかるプロセ

スではありませんが、官民対話を通じて技

術流出の懸念が払拭されているかを確認す

ることが、外為法に基づく許可申請を求め

る通知を行うか否かの判断において重要な

要素となります。そのようなプロセスにつ

いては、パブリックコメントの際にもスキ
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い」という法的な規制はないとの理解でよ

いか。 

・法的な規制の範囲外である場合、企業側

の対応はガイドライン等によって示される

のか。 

・早期に所属原課に相談し、官民対話を開

始することが推奨されていることから、省

令・告示上も①官民対話→②事前報告→③

インフォームになるよう早期の官民対話を

促す記述をすべきではないか。 

６．重要管理対象品目に含まれない技術で

あって、外為令別表に掲載された技術でも

ない技術を海外に移転・提供する場合（大

量破壊兵器及び通常兵器への転用の懸念は

ないものとする）、我が国が優位性を有す

る産業分野の技術であったとしても、この

スキームでの所管原課との官民対話の対象

にはならないとの理解で正しいか。 

７．外為令別表１６の項に該当の技術を事

前報告の対象としているが、リスト規制該

当技術の技術移転の場合も対象になるの

か。 

ームを説明する資料を添付いたしました

が、施行後も、本制度の説明について丁寧

に対応してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

６．重要管理対象技術については、事前報

告を求め、官民対話を丁寧に実施すること

としています。それ以外の技術について、

本制度に基づく事前報告義務はかかりませ

んが、一般の産業政策、経済安保政策とし

て、丁寧な対話を行っていくことは重要で

あると考えております。 

 

７．リスト規制該当技術は、本制度の対象

とはならず、別途、許可申請の対象となり

ます。 

 

２８ １．告示案「外国法人への出資、製造委託

その他の事業活動」について 

①告示案における取引の行為類型につい

て、具体的に示して欲しい。 

②「重要管理対象技術」のうち、貿易外省

令における「公知の技術及び公知とするた

めの技術」に該当している場合は、事前報

告は必要ないと考えて良いか。 

 

２．告示案第２号ロ「炭素繊維及び炭化け

い素繊維並びにそれらの製造に用いられる

ものの設計又は製造に係る技術」について 

①「プリカーサー」は一般的に前駆体を指

すものと考えられるが、告示案における

「プリカーサー」の定義をご教示いただき

たい。 

②「プリカーサー」について、それぞれの

想定されている構造式、ＣＡＳ Ｎｏ.等を

１．事前報告の対象は、重要管理対象技術

を提供する場合であり、どのような事業活

動に伴って行われるかには拠りませんが、

重要管理対象技術は、設計又は製造に係る

技術に限定されているほか、ご指摘の「公

知の技術及び公知とするための技術」等は

対象となりません。なお、公知例外等が適

用されることを明確化するための告示案の

修正を行いました。 

２．①～③「プリカーサー」は一般的に前

駆体を指しており、本告示においても同様

の意味で使用しております。本告示は炭素

繊維及び炭化ケイ素繊維のプリカーサーの

製造及び焼成技術について規定しているも

のであり、特定の物質を指定しているもの

ではございません。 
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ご教示いただきたい。また今後、貨物等省

令のように、該当する化合物の仕様が示さ

れる予定があるのか、ご教示いただきた

い。 

③告示案における「プリカーサー」とはポ

リカルボシランのみを指し、ジメチルジク

ロルシラン及びポリシランは含まれないと

解して良いか。 

３．告示案第２号ハ「半導体集積回路の製

造に用いられるものの設計又は製造に係る

技術」について 

「レジスト」の定義は、輸出貿易管理令の

運用通達における「半導体製造用のレジス

ト（ソルダーレジストを除く。）であっ

て、レジスト材である樹脂（ベースポリマ

ー）を含む。」と同じという理解で良い

か。 

 

 

 

４．概要資料について 

産業構造審議会安全保障小委員会中間報告

では、事業者からの事前報告を起点として

官民対話を実施し、懸念が払拭されない場

合はインフォーム発出と記載されている

が、本概要資料では官民対話と事前報告の

順序が逆転しているように見られる。 

①なぜ順序が変更されたのか。 

②事前に官民対話を実施し、必要なものに

限って事前報告を行うという理解で良い

か。 

③対話が不十分な場合には、報告を差し戻

すこともあり得るのか。 

④事前対話の結果、事前報告が不要と合意

された場合、事業者には外為法上の義務は

免じられると考えて良いか。 

５．告示案第１号の「ただし」以降 

①「おそれが少ないことが明らかなもの」

については、周辺技術（検査、試験又は品

質保証など）であって、インフォーム発出

 

 

 

 

 

 

 

 

３．  

本告示における「レジスト」については、

今後 Q&A等でも周知いたしますが、レジス

ト材である樹脂（ベースポリマー）やソル

ダーレジストを含まないと解していただい

てかまいません。なお、リスト規制につい

ては、輸出貿易管理令の運用通達に記載の

とおり「半導体製造用のレジスト（ソルダ

ーレジストを除く。）であって、レジスト材

である樹脂（ベースポリマー）を含む。」と

なりますので、お間違えのないようご注意

ください。 

４．本措置に基づく事前報告を契機とし

て、官民対話を確実に実施することができ

ると考えておりますが、事業者の任意によ

り、事前報告のタイミング以前に早期の相

談（官民対話）を開始いただくことも可能

であり、経済産業省としては推奨しており

ます。この場合、許可申請を求めるインフ

ォームの判断が早期に行われるため、事業

者にとっても、ビジネスをスムーズに進め

ることができるというメリットがありま

す。なお、事前報告書の提出は別途お願い

することとなります。 

 

 

 

 

５．改正省令案第９条第２項第７号ロ、二

に掲げる「おそれ」が少ないことが明らか

な取引については報告の対象外となります

が、ご指摘のような周辺技術の提供を含
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のおそれが少ないことが明らかな取引につ

いては事前報告の必要はないという理解で

良いか。 

②また、インフォーム懸念が拭えない場合

は、周辺技術の提供を目的とする取引であ

っても、事前報告の対象となりうるという

理解で宜しいでしょうか。 

め、あらゆるケースを一概に整理すること

は難しいため、個別にご相談いただきたい

と考えております。その中で、一般化でき

る事例があれば、今後、Ｑ＆Ａ等により、

周知してまいります。 

２９ 今回規制される技術は、「設計・製造」の

技術のみで「使用」の技術は対象外と考え

て良いか。 

ご指摘のとおりです。 

３０ 日本企業のＡ国現地法人が、海外Ｂ国の企

業に対し製造委託する場合は報告の対象と

なるか。 

分かりやすい表現をすれば、報告の対象

は、日本から海外への技術提供と、国内に

おける居住者－非居住者間の技術提供とな

ります。ご指摘のようなケースについて

も、製造委託に必要な設計図面を日本本社

から提供する場合などは対象となり得ま

す。個別のケースごとに事情が異なると思

われるため、必要があれば具体的なケース

についてご相談、ご確認いただければ幸い

です。 

３１ 日本企業の海外子会社からの依頼で海外子

会社が製造委託している海外企業に対し

て、製造技術を提供する場合は、報告の対

象となるか。※日本企業と海外企業には取

引関係はありません。 

分かりやすい表現をすれば、報告の対象

は、日本から海外への技術提供と、国内に

おける居住者－非居住者間の技術提供とな

ります。ご指摘のようなケースについて

も、製造委託に必要な設計図面を日本本社

から提供する場合などは対象となり得ま

す。個別のケースごとに事情が異なると思

われるため、必要があれば具体的なケース

についてご相談、ご確認いただければ幸い

です。 

３２ 別表３に掲げられている国以外の報告対象

国をもう少し限定してほしい。例えば、

「と地域２（と地域３を除く）」も報告対

象から除いてほしい。 

本措置は、キャッチオール規制の一部とし

て実施するものであり、対象地域もこれと

整合しています。 

 

３３ ＣＰを届出している企業は報告を免除して

ほしい。 

輸出管理内部規程（ＣＰ）の作成・実施を

もって直ちに技術流出による長期的な軍事

転用懸念が必ずしも払拭される訳ではない

ため、一律に対象外とすることは想定して

おりません。 
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なお、告示において「おそれが少ないこと

が明らかなもの」について対象外としてお

りますが、あらゆるケースを一概に整理す

ることは難しく、個別にご相談いただきた

いと考えております。その中で、一般化で

きる事例があれば、今後、Ｑ＆Ａ等によ

り、周知してまいります。 

３４ 技術内容によって、一度報告した技術につ

いては以後報告不要としてほしい。 

管理対象技術を提供することを目的とする

取引に対し事前報告を行っていただく必要

がありますが、同一の技術提供を繰り返し

行う予定がある場合などは、報告の際にそ

の旨を記載・説明していただくなどによ

り、合理的な運用になるよう努めてまいり

ます。 

３５ 製造委託やライセンス供与を目的としない

技術提供は報告対象外として良いか。 

事前報告の対象は、重要管理対象技術であ

る設計・製造技術を提供する行為であり、

ご指摘のようなケースを含めどのような事

業活動に伴って行われるかには拠りませ

ん。 

３６ 事前に報告した内容に変更が生じた場合に

は、改めて報告が必要か。例えば、製造委

託製品の追加、住所変更。 

変更の内容によりますが、新たな技術提供

を伴うものでなければ、基本的に報告は不

要と考えております。例えば、製造委託製

品の追加が、提供済みの技術の範囲で増産

をするようなケースと、性能向上のために

追加の技術提供を伴うような場合では異な

ります。 

３７ 施行前に契約等が締結済の場合には、報告

の対象外として良いか。 

遡及適用はありませんが、施行後に新たに

行われる技術提供について許可申請を求め

るインフォームを行う場合はありますの

で、具体的にそのような事案がある場合

は、任意での報告にご協力いただきたいと

考えております。 

３８ 「技術の種類については、他国が獲得に関

心を持ち・・・」の他国が獲得に関心を有

しているという判断根拠を示してほしい。 

安全保障上の観点から、個別具体的なご説

明は控えさせていただきますが、産業界か

ら共有いただいた情報を含め、経済産業省

が有する情報を総合的に勘案しておりま

す。 

３９ 「・・・我が国が不可欠性や優位性を持つ

技術」の不可欠性や優位性の判断基準をご

教示ください。 

安全保障上の観点から、個別具体的なご説

明は控えさせていただきますが、産業界か

ら共有いただいた情報を含め、経済産業省
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が有する情報を総合的に勘案しておりま

す。 

４０ 対象技術について、懸念される軍事用途を

ご教示ください。 

一般論として、軍事技術と民生技術の垣根

が消失する中で、あらゆる技術がデュアル

ユース性を有しており、何らかの軍事利用

のおそれがあることは否定できません。そ

の上で、今回告示する技術については、一

例として、電子部品関連技術については兵

器や軍事用通信システム等の部品として用

いられるおそれ、繊維関連技術については

戦闘機やミサイルの構造部材として用いら

れるおそれ、半導体関連技術については兵

器や軍事用通信システム等に必要な半導体

の製造に用いられるおそれ、電子顕微鏡関

連技術については兵器や軍事用通信システ

ム等に必要な半導体製造プロセス（検査

等）に用いられるおそれ等があると考えて

おります。 

４１ 事前報告の対象となる取引の行為類型か

ら、「日本企業の出資比率が過半数に達し

ている現地会社への技術移転」を除いてほ

しい。 

出資比率の確保は、経営のガバナンスを通

じて技術管理を強化する上で、一つの重要

な要素ですが、これのみにより適正な技術

管理が実施され、長期的な軍事転用のおそ

れが払拭されるとまでは断定できないと考

えております。 

４２ 施行前に、日本企業から報告対象国所在企

業に移転している報告対象技術について

は、報告不要との理解で正しいか。 

施行前に既に移転された技術について、遡

及適用はされません。 

４３ 告示案第二号ハ(一)について、「２４８ナ

ノメートルの波長の光」は、１９９０年代

から使用されるようになった露光技術であ

るが、２４８ナノメートルの波長の光を報

告対象の閾値とされた理由をご教示下さ

い。 

安全保障上の観点から、個別具体的なご説

明は控えさせていただきますが、産業界か

ら共有いただいた情報を含め、経済産業省

が有する情報を総合的に勘案しておりま

す。 

４４ １．「取引の行為類型については、当面

は、現地子会社・合弁会社への製造移転、

他国企業への 製造委託・ライセンス供与

など、他国での製造、製品開発を可能とす

る技術移転に限定する。」とあるが、告示

案から読み取れない。通達等で明示される

のか。 

１．重要管理対象技術の定義として、設

計・製造の技術に限定しております。ま

た、いわゆる公知、基礎研究、出願など、

現在も許可申請の例外となっている行為に

ついては、事前報告の対象外となることを

明確化するための告示案の修正を行いまし

た。 
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２．製造委託には、受注生産品の購入は含

まないという理解でよいか。定義を示して

ほしい。 

２．受注生産品の購入が具体的にどのよう

なケースを指すか必ずしも明確ではありま

せんが、日本企業が海外企業に発注をする

のみであり、日本企業から重要管理対象技

術の提供を行わないようなケースであれ

ば、報告は不要です。 

４５ 告示案第二号 ハ（二）非鉄金属のターゲ

ット材について、極紫外線を用いて集積回

路を製造するための装置に関わるターゲッ

ト材が含まれるのか明確にしてほしい。 

御質問の「極紫外線を用いて集積回路を製造

するための装置に関わるターゲット材」が具

体的に何を指すか必ずしも明確ではありま

せんが、半導体フォトマスク製造に用いるタ

ーゲット材を指すとすれば、これを含みま

す。 

４６ １．規制対象を明確化するために、可能な

範囲で概要資料に記載された行為類型を、

告示案に追記してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．非鉄金属のターゲット材の製造に必要

な技術は、告示案に記載された技術に限る

との理解で正しいか。 

３．インフォーム発出の判断に要する期間

を告示案中に記載することを要望する。 

１．重要管理対象技術の定義として、設

計・製造の技術に限定しております。ま

た、いわゆる公知、基礎研究、出願など、

現在も許可申請の例外となっている行為に

ついては、事前報告の対象外となることを

明確化するための告示案の修正を行いまし

た。また、おそれが少ないことが明らかな

ものも包括的に例外としておりますが、一

概に規定することは難しいため、個別にご

相談いただきたいと考えております。その

中で、一般化できる事例があれば、今後、

Ｑ＆Ａ等により、周知してまいります。 

２．報告の対象は、告示に掲げられた重要

管理対象技術に限定しております。 

 

３．概要資料の P６に記載しておりますよ

うに、事前報告からインフォームの要否の

判断まで、原則３０日以内とすることを想

定しております。他方、取引の内容に応

じ、これを超過する場合も想定されます

が、そのような場合でも、官民対話を通

じ、可能な限り判断に要する期間等の情報

提供を行ってまいります。 

４７ １．告示案にある事業活動の具体的内容を

ご教示ください。 

 

 

 

１．対象となる事業活動を概要資料の P4に

例示しておりますが、ビジネス上の取引の

形態は様々であり、一概に規定することは

難しいとも考えております。なお、報告の

対象は、告示に示された重要管理対象技術
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２．告示案の一号条文末尾でいう「おそれ

が少ないことが明らかなもの」か否かを判

断するための基準は何ですか？ 

 

 

 

３．告示二号の各細目でいう「ＸＸの設計

又は製造に係る技術」は、単に「ＸＸの設

計・製造に関係しうる（usable）」という

意味ではなく、「ＸＸの設計・製造に直接

関係する（例えば designed forのよう

に）」と考えるが、そのような理解でよい

か。 

の提供であり、これは、設計・製造の技術

に限定されております。 

２．「おそれ」が少ないことが明らかなもの

について、あらゆるケースを一概に整理す

ることは難しく、個別にご相談いただきた

いと考えております。その中で、一般化で

きる事例があれば、今後、Ｑ＆Ａ等によ

り、周知してまいります。 

３．ご指摘のケースで言えば、「ＸＸ」を設

計・製造するために必要な技術を指し、Ｘ

Ｘ以外を含む様々な製品の設計・製造に広

く汎用的な技術は含まれないため、

designed forとのご理解で誤りはないと思

います。他方、いずれの技術が designed 

forに当たるかの判断は、個別のケースご

とに異なるため、判断に悩むケースはご相

談をいただければ幸いです。一般化できる

ものについてはＱ＆Ａ等により周知してま

いります。 

４８ １．告示案第１号の「外国法人への出資、

製造委託その他の事業活動」とは具体的に

何か。法令への追記、又は、Ｑ＆Ａ、ガイ

ドライン等で明示して欲しい。 

 

 

 

２．既に実施され継続している契約につい

ての報告の要否をご教示頂きたい。 

 

 

 

 

３．告示案第１項の「おそれが少ないこと

が明らかなもの」について、「おそれが少

ない」場合とは具体的に何か、法令への追

記、又は、Ｑ＆Ａ、ガイドライン等で明示

して頂きたい。 

 

４．告示案第二号の二「（一）走査型電子

顕微鏡又は透過型電子顕微鏡の設計又は製

１．事前報告の対象は、重要管理対象技術

である設計・製造技術を提供する行為であ

り、どのような事業活動に伴って行われる

かには拠りません。いずれにせよ、個別に

不明な点があれば、お問い合わせいただ

き、可能な限り、Ｑ＆Ａ等により周知して

まいります。 

２．本措置の施行前に行われた技術提供に

ついては遡及適用されません。既に海外工

場で生産を行っているものの、新製品の図

面を提供するなど、施行前に提供されてい

なかった新しい技術を提供する場合には、

事前報告の対象となります。 

３．「おそれ」が少ないことが明らかなもの

について、あらゆるケースを一概に整理す

ることは難しく、個別にご相談いただきた

いと考えております。その中で、一般化で

きる事例があれば、今後、Ｑ＆Ａ等によ

り、周知してまいります。 

４．本措置においては、走査型電子顕微鏡

等の設計・製造に不可欠な技術が対象と考
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造に係る技術」について、対象技術を明確

にして頂きたい。 

 

 

５．告示案第二号の「情報を適切に管理し

ない場合」とは具体的に何か、法令への追

記、又は、Ｑ＆Ａ、ガイドライン等で明示

して頂きたい。 

 

 

 

 

 

６．報告書について、記入例や記入のガイ

ドラインを公表して頂きたい。 

えております。製品毎に実態が異なるた

め、個別にご相談いただき、一般化できる

ものがあればＱ＆Ａ等により周知してまい

ります。 

５．第三者への技術流出について適切な対

策が講じられないケースを指します。例え

ば、コア技術を特定してアクセス制限を設

けたり、資本比率を高めてガバナンスを徹

底したりする等の技術流出対策が適切に講

じられているかといった点がポイントとな

りますが、事業実態に応じて一律に定める

ことはできないため、こういった点も含め

て官民対話を通じて確認してまいります。 

６．報告様式への記入例等については、施

行前に当省 HP等において周知することを検

討します。 

４９ １．ＮＤＡを締結して委託の検討を開始す

る場合、ＮＤＡの締結日が報告の基準日に

なるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．施行前に締結したＮＤＡに基づいて技

術提供をする場合は、当該ルールは適用さ

れないのか。 

 

 

 

３．原則として報告後３０日以内にインフ

ォームを出すということだが、技術提供の

実行の３０日前までに報告する必要がある

のか。事前報告直後に契約を締結・履行す

ることも可能であり、実効性は担保できる

のか。 

 

１．契約の種類やその内容は様々と考えら

れるため、一概に回答することは困難です

が、報告対象となる重要管理対象技術の提

供について合意、意思決定を行う契約を想

定しています。例えば、ＮＤＡが交渉内容

の秘密保持を約するものに過ぎず、具体的

な重要管理対象技術の提供を約するもので

なければ、直ちに報告の対象となるもので

はありませんが、当該ＮＤＡの締結により

重要管理対象技術の提供が開始されるので

あれば報告の対象となります。 

２．遡及適用はありませんが、施行後に新

たに行われる技術提供について許可申請を

求めるインフォームを行う場合はあります

ので、具体的にそのような事案がある場合

は、任意での報告にご協力いただけると幸

いです。 

３．事業者のビジネス活動を可能な限り円

滑化する観点から、経済産業省として原則

３０日以内に許可申請を求める通知を行う

か否かを判断するものであり、事業者側に

義務付けているものではありません。ご指

摘のような、報告直後に契約を締結・履行

するおそれがある場合には、技術流出対策
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４．原則として報告後３０日以内にインフ

ォームを出すということだが、３０日経過

後も貴省がインフォームを出す可能性は留

保されているのか。懸念を確認後、インフ

ォームを出さないということを明示してい

ただきたい。 

５．例外の「おそれが少ないことが明ら

か」と言う要件についてはどのように判断

すればよいか。公知の技術や特許公開され

ている技術等の提供は含まないことなども

規定していただけるのか。 

 

 

 

 

 

６．用いられている用語の解釈は、運用通

達や役務通達等に準拠するとの理解でよい

か。 

７．技術のみなし輸出も報告対象とされて

いるが、例えば、重要管理対象技術の提供

を伴う製造委託プロジェクトを進める際

に、自社の特定類型該当社員や現地法人社

員（非居住者）が関与する場合には、報告

対象になる可能性があるのか。その場合、

報告基準となる契約締結時はどのように考

えればいいのか。 

の状況について十分な確認を行うことがで

きないため、直ちに許可申請を求める通知

を行う場合があります。ご指摘のようなケ

ースへの懸念は否定されませんが、実際の

技術移転は、瞬間的に完了するものではな

く、一定の時間的経過の中で継続的に行わ

れる場合が多いと考えており、先ずは、事

前報告の後に速やかにインフォームを行う

ことで、技術移転の完了を防止することが

できると考えております。他方、ご指摘の

ような事例が実際に生じる場合には、制度

の改正も検討したいと考えております。 

４．官民対話の中で事業者にお知らせする

ことになります。 

 

 

 

 

５．「おそれが少ない」取引について、あら

ゆるケースを一概に整理することは難し

く、個別にご相談いただきたいと考えてお

ります。その中で、一般化できる事例があ

れば、今後、Ｑ＆Ａ等により、周知してま

いります。その上で、貿易外省令９条２項

９号のいわゆる公知例外については、本措

置においても事前報告の対象外であり、当

該趣旨を明確にするため、告示案の修正を

行いました。 

６．ご指摘のとおりです。必要があれば、

今後も、通達、Ｑ＆Ａ等の充実を図ってま

いります。 

７．契約の形態は様々であり、一概に規定

することは困難ですが、当該技術提供につ

いて当事者間の合意、あるいは、社内で機

関決定するタイミングと考えております。

判断に悩む場合は、個別のケースについて

ご相談いただけると幸いです。 
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８．自社の子会社への提供も報告対象と言

うことでよいか。 

９．報告義務に対する罰則が軽いのではな

いか。 

８．ご指摘の通りです。 

 

９．本措置については、産構審安全保障貿

易管理小委員会の中間報告においても、「悪

質なケースを除き、輸出者等遵守基準に基

づき、丁寧な指導プロセスによる対応を図

るべき」と指摘されており、これは、本措

置の目的が、技術移転を禁止することや、

事業者を罰することが目的ではなく、丁寧

な官民対話を通じて適正な技術流出対策を

進めていくことを目的としているためで

す。悪質なケースが散見される場合などに

は、改めて制度の在り方を検討する必要が

ありますが、まずは、中間報告の趣旨を踏

まえつつ、丁寧な運用を行ってまいりたい

と考えております。 

 


